
 

安城市地域包括支援センター八千代（安城市の委託を受けて活動しています） 

 電 話  ＦＡＸ ０５６６-９７-８４０８ 

時 間  月～金曜日 午前８:３０～午後５:００ 

     第２・４・５土曜日 午前８:３０～午後１:００ 

住 所  安城市住吉町２丁目２番７号（八千代病院内１階） 

～住み慣れた地域でいつまでも～            第 8 号 令和 4 年 8 月発行 

９月は認知症世界アルツハイマー月間です。 

認知症になる方は、年々増加しており、２０２５年には６５歳になる高齢者の５人

に 1人が認知症になると言われています。 

認知症は誰もがかかる可能性があります。家族や友人がなってしまった時の為に、

認知症に方の接し方を理解しておきましょう。 

 

認知症ガイドブックより抜粋 

認知症特集

第２弾 



 

 安城市が契約者になる個人賠償責任保険の加入する事で、日常生活における偶然な事故でご家族等が

損害賠償責任を負った場合などに、保険金の支払いを受ける事が出来ます。 

※保険会社の検査によりお支払い対象とならない場合もあります。 

（登録対象） 

見つかるつながるネットワーク登録者で安城市に在住かつ在勤（安城市に住民票があること）で市が登録

を認める者 

（申込方法） 

見つかるつながるネットワーク登録時に併せて申請 

（賠償額の上限） 

補償金額最大１億円 

 

見つかるつながるネットワーク・個人賠償責任保険の登録は、

地域包括支援センター八千代で行えます。ご相談ください。 

 

認知症の方が地域で生活していく為に、安城市の見守り事業のご案内 
 

 

安城市見つかるつながるネットワーク 

 認知症等で行方不明になるおそれのある人の情報を事前に登録し、登録番号が書かれたシールを本

人の靴などに貼ります。行方不明になった場合に市に連絡をすると事前に登録した内容に基づき、公的

機関、協力機関に連絡したり、安全安心情報メールを配信するなど早期発見・保護につなげます。 

 

認知症高齢者等個人賠償責任保険 


